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平素より、弊社のＬＰガスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

　さて、２０２５年４月検針分より「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」の一部

改正に伴い、「三部料金制」を導入いたします。これにより、らくらく明細サービス（ＷＥＢ検針票）・検針

はがきの表示方法が変更されます。 改正省令を遵守し、取引適正化・料金透明化に向け取り組んでまいります。

１.　新料金表示（三部料金制）

■ 基 本 料 金 ： ＬＰガスの使用に関係なく、一律お支払いいただく料金です。

■ 使 用 量 料 金 ： ＬＰガスの使用量に応じてお支払いいただく料金です。

■ 設 備 料 金 ： ガス機器等LPガスを消費する場合に用いられるものの利用に応じてお支払いい

　 ただく料金です。該当するものがない場合も、0円と表示されます。

２.　適用時期　

　２０２５年４月検針分より

三部料金制導入によるLPガス料金の表示方法変更のお知らせ


